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情 報 ホ ッ ト ラ イ ン 町民の皆さんにお知らせしたい情報をギュッと
凝縮して掲載しています。

暮
ら
し
・
環
境

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
替
作
業
を

行
っ
て
い
ま
す

　

上
下
水
道
部
で
は
、
計
量
法
に
基
づ
き
検

定
の
期
限
（
8
年
）
を
迎
え
る
水
道
メ
ー
タ

ー
を
無
料
で
取
り
替
え
て
い
ま
す
。

対
象　

メ
ー
タ
ー
番
号
が
「
08
」
で
始
ま
る

メ
ー
タ
ー

※
メ
ー
タ
ー
番
号
は
「
水
道
使
用
量
の
お
知

ら
せ
」に
記
載
し
て
い
ま
す
。（
左
図
参
照
）

期
間
（
予
定
）　

7
月
1
日
㈬
〜
平
成
28
年

3
月
31
日
㈭
ま
で　

※ 
土
･
日
曜
日
、
祝
日
を
除
き
取
替
作
業
を

行
い
ま
す
。
作
業
は
10
分
か
ら
20
分
程
度

で
す
。
な
お
、
取
替
作
業
時
に
は
、
腕
章

と
胸
に
「
水
道
メ
ー
タ
ー
取
替
業
務
作
業

員
身
分
証
」
を
付
け
た
作
業
員
が
伺
い
ま

す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問　

上
下
水
道
部
業
務
課
☎
32
・
2
5
1
6

ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
2
0
1
5

　

環
境
省
で
は
、
２
０
０
３
年
か
ら
地
球
温

暖
化
防
止
の
た
め
、
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
施
設
や

家
庭
の
電
気
を
消
し
て
い
た
だ
く
よ
う
呼
び

か
け
る
「
C
O
2
削
減
／
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
７
月
７
日
㈫
ま
で
実
施
し

て
い
ま
す
。

　

特
に
７
月
７
日
（
七
夕
、ク
ー
ル
ア
ー
ス
・

デ
ー
）
に
は
、
午
後
８
時
か
ら
10
時
ま
で
の

２
時
間
程
度
、
一
斉
に
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
す
る

こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

URL

　
http://funtoshare.env.go.jp/

coolearthday/

問　

総
務
課
安
全
防
災
係
☎
34
・
２
０
５
９

健
康
・
福
祉

医
療
費
受
給
資
格
証
を

7
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　

現
在
、
ご
利
用
の
医
療
費
受
給
資
格
証
の

有
効
期
限
は
、
7
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

新
し
い
資
格
証
を
対
象
と
な
る
人
に
７
月

中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
有
効
期
限
を
過
ぎ
た

資
格
証
は
8
月
1
日
以
降
、
住
民
保
険
課
の

窓
口
へ
返
却
い
た
だ
く
か
、
ハ
サ
ミ
を
入
れ

る
な
ど
し
て
本
人
で
確
実
に
処
分
し
て
く
だ

清掃工場からのお知らせ

ごみを清掃工場へ持ち込めます
時間　午後 1時～ 4時
費用　10kg につき 50 円（家庭
ごみ）
※10㎏未満は10㎏とみなします。
※ 持ち込みの場合、袋の指定はあ
りません。
※ 指定ごみ袋を使用している場合
や、分別された資源ごみの持ち
込みは無料です。

問　清掃工場（環境管理課）
　　☎ 33-5003

　もえるごみの収集日が月・木曜
日の自治会は、午前 8時 30 分ま
でに所定の集積場へごみを出して
ください。

7 月 20 日㈪「海の日」は
もえるごみの特別収集を行い
ます

奈良県磯城郡田原本町西竹田 280 番

計量法により 08－＊＊＊＊のメーターを
平成 27年 7月 1日以降随時取替作業を
行いますので宜しくお願い致します。

■水道使用量のお知らせ

計量法により 08－＊＊＊＊のメーターを
平成 27年 7月 1日以降随時取替作業を
行いますので宜しくお願い致します。

08‒0001 013mm

この値が「08」のメーター
が交換の対象です
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→　

広　
　

告　

→

☎ 0744-32-2901
町役場の代表電話番号 税など 暮らし・環境 保険・年金 健康・福祉 子育て・教育

まちづくり 催し・講座 就職・募集 選挙 お知らせ

→　

広　
　

告　

→

さ
い
。

８
月
更
新
の
医
療
費
受
給
資
格
証

心
身
障
害
者
医
療
費
受
給
資
格
証

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
資
格
証

 

※ 

乳
幼
児
医
療
費
受
給
資
格
証
（
就
学
前
ま

で
の
お
子
さ
ん
が
対
象
）
は
年
度
更
新
が

な
い
た
め
、
就
学
前
ま
で
お
使
い
く
だ
さ

い
。

母
子
・
父
子
家
庭
な
ど
の
医
療
費
を

助
成
し
て
い
ま
す

　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
受
給
資
格
証
を

母
子
・
父
子
に
交
付
し
ま
す
。

交
付
対
象
者

 

18
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
て
最
初
の
3
月
31

日
ま
で
の
子
ど
も

そ
の
子
ど
も
を
扶
養
す
る
父
ま
た
は
母

※ 

祖
父
や
祖
母
が
、
父
母
の
い
な
い
孫
を
扶

養
す
る
場
合
な
ど
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

※ 

小
・
中
学
生
は
、
入
院
の
み
医
療
費
助
成

を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、

広
報
6
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　

住
民
保
険
課
福
祉
医
療
係

　
　

☎ 

34 

・
2
0
9
6

子
育
て
・
教
育

早
急
に
児
童
手
当
現
況
届
の
提
出
を

　

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は

６
月
中
に
「
現
況
届
」
を
提
出
し
て
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。
未
提
出
の
人
は
、
６
月
分
以

降
の
手
当
を
受
け
る
た
め
に
も
早
急
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
「
現
況
届
」
を
提
出
さ
れ
て
い
て
も
、

受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し
な
ど
の
必
要

書
類
の
提
出
が
ま
だ
の
人
は
、
早
急
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
が
な
い
場
合
、
10

月
の
支
給
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

健
康
福
祉
課
子
育
て
支
援
係

　
　

☎
34
・
2
0
9
8

私
立
幼
稚
園
就
園
奨
励
費
補
助

　

保
護
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
と
と

も
に
、
公
立
・
私
立
幼
稚
園
間
に
お
け
る
保

護
者
負
担
の
格
差
是
正
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
私
立
幼
稚
園
の
保
育
料
な
ど
に
つ

い
て
補
助
金
の
給
付
を
行
い
ま
す
。

対
象　

町
内
に
在
住
し
、
私
立
幼
稚
園
に
園

児
を
就
園
さ
せ
て
い
る
世
帯

※
一
部
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

申
込　

お
子
さ
ん
が
就
園
し
て
い
る
幼
稚
園

へ
所
定
の
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問　

お
子
さ
ん
が
就
園
し
て
い
る
私
立
幼
稚

園
ま
た
は
教
育
総
務
課
☎
34
・
2
0
7
4

納期限 7月31日㈮
7月の納付（普通徴収分）

問　税務課徴収収納係☎ 34-2111

安全で便利な
口座振替（自動払込）制度
　この制度を利用すると、指定し
た金融機関の口座から自動的に振
り替えて納付されます。納め忘れ
がなく、現金を持ち歩く必要もな
いため、安全で便利です。
　利用手続きは、納期限の 1 ヵ
月前までにしてください。
※口座振替（自動払込）制度によ
る納付の場合、領収書は発行し
ていません。引き落としの確認
は、通帳の記帳によりお願いし
ます。なお、車検のある軽自動
車税については「継続検査用証
明書」を送付します。

種　類　　
固定資産税（第 2期分）
 国民健康保険税（全期前納分また
は第 1期分）
 介護保険料（全期前納分または第
1期分）　
 後期高齢者医療保険料（全期前納
分または第 1期分）　

※ 更正などによりさかのぼって賦課
された税及び保険料の上記納期限
分（随期分も平成 27 年度から口
座振替が可能になりました）
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